
ロンドンガイドライン

ロンドンガイドライン ろんどんがいどらいん

 Ｌｏｎｄｏｎ ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ。インドの核実験を契機として、核物質の核兵器への転用を防ぐ
ために１９７５年、日、米、旧ソ連、等７ヵ国がロンドンに集まって対策を協議し、その後、計１５ヵ
国が参加して非核兵器国への原子力関連輸出に適用されるガイドラインに合意した。これをロンドンガ
イドラインといい、１９７８年ＩＡＥＡから公表された（現在は２７ヶ国）。その内容は核物質につい
て、・これを核爆発に使用しない旨の確約を取り付ける。・ＩＡＥＡの保障措置を適用する。・適切な
核物質防護措置を実施する。・濃縮、再処理等の技術移転を規制する。・再移転を規制する等である。
その後イラクの核兵器開発計画の発覚から輸出規制の範囲を広げたパート２が１９９２年ワルシャワで
合意され発効した。
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